
明石市公共工事の前金払等に関する事務処理要領  

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、明石市財務規則（昭和４０年規則第１７号）第５８条第２項の規定

に基づく前金払及び同条第４項の規定に基づく中間前金払を実施するために必要な事項

を定めるものとする。 

（前金払の限度額）  

第２条 前金払により支払うことができる金額は、当該請負代金額の１０分の４（１万円

未満切捨て）以内とし、その最高額は２億円を限度とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、財政状況を踏まえた上で、当該請負代金額の１０分の４

（１万円未満切捨て）を限度額として前金払により支払うことができるものとする。  

（中間前金払の要件及び限度額）  

第３条 中間前金払は、当該工事について既に前払金を支出している場合において、次の

各号に掲げる要件を全て満たしているときにできるものとする。 

（１）工期の２分の１を経過していること。 

（２）工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工

事に係る作業が行われていること。 

（３）既に行われた当該工事に係る作業に要する経費（以下「進捗額」という。）が請負

代金額の２分の１以上の額に相当するものであること。 

２ 中間前金払により支払うことができる金額は、当該請負代金額の１０分の２（１万円

未満切捨て）以内とし、その最高額は２億円を限度とする。ただし、中間前払金を支出

した後の前払金及び中間前払金の合計額が請負代金額の１０分の６を超えてはならない

ものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、財政状況を踏まえた上で、当該請負代金額の１０分の２

（１万円未満切捨て）を限度額として中間前金払により支払うことができるものとする。

ただし、中間前払金を支出した後の前払金及び中間前払金の合計額が請負代金額の１０

分の６を超えてはならないものとする。 

（中間前金払と部分払の併用） 

第４条 中間前金払は、部分払と併用できるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、部分払の支払を受けた後に中間前金払の請求はできないも

のとする。 

（中間前金払の要件認定方法） 

第５条 中間前金払を受けようとする請負者は、支払請求に先立ち、中間前金払認定請求

書（様式第１号）及び工事履行報告書（様式第２号）（以下「認定資料」という。）を

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、請負者から前項の認定請求があったときは、第３条第１項各号の要件を満た

しているか否かを審査する。この場合において、工事履行報告書の数値等に疑義がある

ときは、当該数値等の根拠となる資料の提出を求めることができるものとする。 



３ 前項の審査における進捗額の算定に当たり、工事現場に搬入された検査済の工事材料

があるとき又は製造工場等に検査済の工場製品があるときは、その額を当該工事の出来

高に加算して進捗額を算定することができるものとする。 

４ 第２項の審査における進捗額の算定に当たり、設計図書の変更指示書による変更指示

が行われている工事で、変更契約が行われていないものについては、進捗率（進捗額を

請負代金額で除した率）を算定する場合の請負代金額は認定請求時点での請負代金額と

する。なお、この場合において、変更指示により新規工種等の追加があるときは、新規

工種等に係る出来高は認定対象の進捗額に含めないこととする。 

５ 市長は、第２項の審査の結果、その内容が適当と認めるときは、当該認定請求書を受

理した日から７日（明石市の休日を定める条例（平成３年条例第４号）第２条に規定す

る市の休日（以下「休日」という。）を含まない。）以内に、中間前金払認定調書（様

式第３号）を請負者に交付するものとする。 

６ 市長は、第２項の審査の結果、その内容が不適当と認めるときは、当該認定請求書を

受理した日から７日（休日を含まない。）以内に、請負者に承認しない理由を付した中

間前金払不認定調書（様式第４号）を交付するものとする。 

（前金払等の請求） 

第６条 前金払又は中間前金払（以下「前金払等」という。）を請求する請負者は、公共

工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第５条の規定に基づ

き登録を受けた保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）と当該工事請負契約に

おいて定めた工事完成期限を保証期限とする前金払等に関する保証契約を締結しなけれ

ばならない。  

２ 前金払等を請求する請負者は、前項に規定する保証契約を締結したときは、市長に請

求書を提出するとともに、保証事業会社が発行する保証証書の原本を寄託しなければな

らない。  

３ 市長は、前項の請求書及び保証証書を受理したときは、その日から１４日以内に前払

金又は中間前払金（以下「前払金等」という。）を支払うものとする。  

４ 第２項の保証証書の原本は、予算主管課長が保管するものとする。  

（前金払等の通知）  

第７条 市長は、工事の入札等を行うときは、前金払等の有無及び限度額について、入札

公告又は指名通知書に記載して通知するものとする。  

（特約事項の記載）  

第８条 前金払等をする工事の請負契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。  

（１）前金払等は、請負人が保証事業会社と前払金の保証に関する契約を締結し、かつ、

当該保証証書を市長に寄託した後に支払うこと。  

（２） 工事請負代金の部分払をするときは、部分払金から出来高に前払率（中間前金払を     

含む）を乗じて得た額を差し引いて支払うこと。  

（３） 前払金等を当該請負工事に必要な経費以外の支払に充ててはならないこと。  

（前払金等の額の変更）  



第９条 市長は、前払金等の支払後において、設計変更その他の事由により契約を変更し

た結果、変更した請負代金額が当初の請負代金額に比して１０分の４以上増加するとき

は、変更後の前払金等の額に相当する額から既に支払った前払金等の額を差し引いた額

以内の金額を追加して支払うことができる。  

２ 前払金等の支払後に設計変更その他の事由により契約を変更した結果、変更した請負

代金額が著しく減少する場合において、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると

きは、請負者は、その超過額を契約変更の協議が成立した日から３０日以内に返還しな

ければならない。ただし、当該期間内に部分払の支払をするときは、その部分払額から

当該超過額を控除することができる。  

（１）既に支払った前払金（中間前払金を支払っていない場合に限る。）の額が変更後の

請負代金額の１０分の５を超えるとき。 

（２）既に支払った前払金及び中間前払金の合計額が変更後の請負代金額の１０分の６を

超えるとき。 

３ 前項の規定にかかわらず、その超過額が前払金等の支払済額との割合において相当の

額に達し、これを返還させることが前払金等の使用状況から見て著しく不適当と認めら

れるときは、市長は請負者と協議して別に返還額を定めるものとする。ただし、請負代

金額が減額された日から３０日以内に協議が整わない場合には、市長が当該返還額を定

め、請負者に通知するものとする。 

（前払金等の使途制限） 

第１０条 前払金等は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（当

該工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、

仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額以外の経費に充てることはでき

ない。 

（前払金等の返還）  

第１１条 前払金等の支払を受けた請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当

該前払金等の全部又は一部を返還しなければならない。  

（１）前払金等を前条に規定する経費以外に使用したとき。  

（２）保証事業会社との保証契約が解除されたとき。  

（３）工事請負契約が解除されたとき。 

（４）前各号に掲げる場合のほか、市長が特に認めたとき。 

（債務負担行為契約等に係る特例） 

第１２条 債務負担行為又は継続費に係る契約の前金払等については、第２条、第３条、

第５条第４項、第９条の規定中「請負代金額」とあるのは「各会計年度における出来高

予定額」と、第３条第１項各号の規定中「工期」とあるのは「各会計年度の工事実施期

間」と、第６条第１項の規定中「工事完成期限」とあるのは「各会計年度における出来

高予定額の完成期限」と読み替えてこれらの規定を準用するものとする。 

２ 前項の場合において、第４条第２項の規定については各会計年度を対象として適用す

るものとする。ただし、当該会計年度の出来高超過額を翌会計年度の当初に部分払とし



て支払う場合は、その限りでないこととする。 

（前金払等の不適用）  

第１３条 市長が特に必要と認めたときは、前金払等をせず、または前金払等の限度額を

減ずることができる。  

（補則） 

第１４条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。  

 

附 則（平成２１年６月２５日制定）  

１ この要領は、平成２１年７月１日から施行する。  

２ 公共工事の前金払に関する事務処理要領（昭和５０年４月１日制定）は廃止する。  

３ 明石市が発注した１件の設計金額が３００万円以上の建設工事であって、この要領の

施行日において当該工事が完成していないもの（施行日が属する会計年度において、既

に部分払を行っているものを除く。）については、変更契約を締結することにより、中

間前金払を行うことができるものとする。 

   附 則  

 この要領は、平成２６年１０月１日から施行する。 

   附 則  

 この要領は、平成２８年７月１日から施行する。  

 



様式第１号（第５条関係） 

 

中 間 前 金 払 認 定 請 求 書 

 
平成  年  月  日 

明 石 市 長 様 

 
 

受注者 住    所 
    商号又は名称 

  代表者職氏名               印 

 
 
 

 下記の工事について、中間前金払の実施にあたり、要件を具備していることについての認定を

請求いたします。 

 
記 

 

工 事 名  

工 事 番 号  

工 事 場 所       

契約年月日   平成  年  月  日 

請負代金額 
  ￥ 
（当該年度の出来高予定額：￥               ） 

工   期 

  自 平成  年  月  日  至 平成  年  月  日 

 当該年度の 

工     期：自 平成  年  月  日  至 平成  年  月  日  
摘   要  

 
（注）１ 認定資料として、工事履行報告書、工事工程表及び実施状況が分かる写真を添付する

こと。 
   ２ 債務負担行為等に係る契約の場合は、契約年月日、請負代金額、工期の欄に、請求し

ようとする年度に係る事項（出来高予定額、工期）を（    ）内に併せて記載すること。 



様式第２号（第５条関係） 

 

工 事 履 行 報 告 書 

明 石 市 長 様 

 
受注者 住    所 

      商号又は名称 
    代表者職氏名             印 

 

本書のとおり請負工事の履行状況を報告します。 

 

工 事 名  

工   期 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

日   付 平成  年  月  日（  月分） 

月   別 
予 定 工 程    ％

（  ）は工程変更後 

実 施 工 程   ％ 

（  ）は予定工程との差
備  考 

 （    ） （    ）  

 （    ） （    ）  

 （    ） （    ）  

 （    ） （    ）  

 （    ） （    ）  

 （    ） （    ）  

 （    ） （    ）  

 （    ） （    ）  

 （    ） （    ）  

 （    ） （    ）  

 （    ） （    ）  

 （    ） （    ）  

（記事欄） 

 

 

 

（備考）・必要に応じて適宜項目を加除して使用するもの    

とする。 

・債務負担行為等契約の場合は、認定請求年月日   

の属する年度の分のみ提出すること。 

 

 

 

工事主管

課 長 

主 任

監 督 員 
監 督 員

  
 



様式第３号（第５条関係） 

 

中 間 前 金 払 認 定 調 書 

 

契 約 の 相 手 方  

工 事 名  

工 事 場 所  

契 約 年 月 日   平成  年  月  日 

工 期 

  自 平成  年  月  日  至 平成  年  月  日 
当該年度の 

工     期：自 平成  年  月  日  至 平成  年  月  日 

請 負 代 金 額 
 ￥ 
（当該年度の出来高予定額：￥               ） 

摘 要  

 

 

上記の工事について、その進捗状況を調査したところ、中間前金払をすることができる要件を

具備していることを認定します。 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

明石市長            印 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第５条関係） 
                                  平成  年  月  日 

  
受注者 住    所 
     商号又は名称 
     代表者職氏名           様 

                              
明石市長         印  

 

中間前金払不認定通知書 

 
 
 平成  年  月  日付けで請求のありました中間前払金の要件具備の認定については、下記の

理由により認定は行いません。 

 
記 

 
１ 工 事 名 

 
２ 工 事 場 所 

 
３ 契 約 年 月 日 

 
４ 認定しない理由 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５条関係） 

 

工 事 履 行 報 告 書 

明 石 市 長 様 

 
受注者 住    所 

      商号又は名称 
    代表者職氏名             印 

 

本書のとおり請負工事の履行状況を報告します。 

 

工 事 名 ○○○○○工事 

工   期 平成２１年７月１日 ～ 平成２２年３月３１日 

日   付 平成２２年１月○○日（１２月分） 

月   別 
予 定 工 程    ％

（  ）は工程変更後 

実 施 工 程   ％ 

（  ）は予定工程との差
備  考 

平成21年7月 ０．０（    ） ０．０（  ０．０）  

    8月 ２．３（    ） ０．８（ －１．５）  

    9月 １１．３（    ） ８．２（ －３．１）  

10月 ２７．６（    ） ３２．５（ ＋４．９）  

11月 ３７．０（    ） ４２．８（ ＋５．８）  

       12月 ５５．８（    ） ６６．９（＋１１．１） ＞５０％ 

平成22年1月 ７６．８（    ） （     ）  

2月 ９８．２（    ） （     ）  

3月 １００．０（    ） （     ）  

 （    ） （     ）  

 （    ） （     ）  

 （    ） （     ）  

（記事欄） 

 

 

 

（備考）・必要に応じて適宜項目を加除して使用するもの    

とする。 

・債務負担行為等契約の場合は、認定請求年月日   

の属する年度の分のみ提出すること。 

 

 

 

工事主管

課 長 

主 任

監 督 員 
監 督 員

  
 

記載例 
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